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I. A. 1. 放送業界全体の現状と将来 (1/2)

放送（テレビ）はきわめて効率的な（一方向）
情報伝達手段
理解が容易、安価

国民生活（時間）に占める放送視聴の比重が
大きい
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I. A. 1. 放送業界全体の現状と将来 (2/2)

しかし長期にわたる寡占・新規参入の欠落

のため歪みが大きい

高利益、閉鎖環境内での競争

当分の間は現状維持が可能

長期的には他メディア（インターネット等）の

成長により基盤が崩れる可能性あり
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I. A. 2. 公共放送（NHK）の現状 (1/2)

国民への情報伝達において重要な役割を果
たしている

しかし古い制度設計のまま年月が経過した

受信料収納率の低下、モラルハザード

不十分なガバナンス・規律

「不祥事」の続発（今後も？）、受信料支
払拒否
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I. A. 2. 公共放送（NHK）の現状 (2/2)

外部からコントロールを受けない状態での
組織運行が続いた

「言論の自由・放送の独立」のマイナス
副産物

いわば「メンテナンス」が不十分で「大規模
補修」が必要な状態にある

国民の利益のために段階的改革が望まれる
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I. A. 3. NHKをめぐる諸立場 (1/5)

a. 視聴者
(1) 放送コンテンツへの要求は視聴者ごとに多種多様

(2) すべての国民に最小限必要な放送コンテンツ
国民多数の安全（生命、健康、財産）を目的とす
る緊急の情報

実際にこの目的の放送については多数の国民
が視聴し、NHKを支持している
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I. A. 3. NHKをめぐる諸立場 (2/5)

(3) 各個人・世帯はNHKによる全放送番組
のごく一部のみを視聴している

放送番組の大部分が特定個人の要求

に合っていない可能性は十分にある

そのため不満が生じやすい
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I. A. 3. NHKをめぐる諸立場 (3/5)

とりわけ各視聴者が、他視聴者が公共放

送に対してどのような要求を持っているかが

分からない（放送番組への平均需要が何か、

その中で自身の需要がどのような位置にあ

るのか分からない）ことから不満が生じやす

い
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I. A. 3. NHKをめぐる諸立場 (4/5)

b. 情報発信者側
(1) NHK

多様な視聴者の要求が何であるかについて正
確には分からない

「与える放送」になりやすい

公共放送の意義と（NHK）自身の利害を混同し
やすい

(2) 政治家・政党
NHKで自身の主張を述べたい
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I. A. 3. NHKをめぐる諸立場 (5/5)

(3) 政府当局・各界のリーダー
NHKを自身の仕事の便宜に使いたい

(4) 一般の情報発信者（文化、学術、芸能等）
NHKを使って発信の機会を得たい

---それぞれの立場の利害を抱えながら、意
見を形成している
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I. B. 本論文での議論の前提 (1/6)

1.放送業界の現状を前提し、5~10年程度の
中期展望で考える

放送業界全体が果たしている役割（プ

ラス・マイナス）を現状のまま前提する

同業界全体の歪みから生ずるNHKの
問題はここでは扱わない
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I. B. 本論文での議論の前提 (2/6)

2. 公共放送の「最小限の必要性」を前提
広告収入のみに依存する民放あるい

は有料放送だけでは実現できない

放送がある

放送の「公共財部分」

したがって何らかの形での受信料負担

が必要である
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I. B. 本論文での議論の前提 (3/6)

3. 上記以外については、「国民・視聴者に
よる選択」が最大限実現されるような公

共放送制度への改革を目標にする。こ

こで同選択は、放送番組内容、放送費

用の負担方式、NHKガバナンスのす
べてにわたるものとする。
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I. B. 本論文での議論の前提 (4/6)

4. 実効ある改革のためには、同選択を実現
できる具体的なシステム・機構の整備が

必要である。
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I. B. 本論文での議論の前提 (5/6)

とりわけ、個別具体的事項（たとえば個々の放
送番組の内容）についてはNHKの自律・独立
を尊重しつつ、中長期的・全般的事項（たとえ
ば放送番組種別ごとの放送時間・費用の配分、
放送番組の一律・有料放送への区分、受信料
額の増減については、視聴者の（平均的）選
択が実現されることを保証する具体的手段が
必要である。
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I. B. 本論文での議論の前提 (6/6)

要するに、名実ともに「国民・視聴者の
NHK（of, by, for）」を実現する。

5. 目的・目標が現状から大きく離れている
場合、段階的な実現を目指す。
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I. C. 1. 受信料 (1/20)

a. 法令規定と沿革
(1) 規定
放送受信設備の設置者に「受信契
約」締結義務

受信料支払は同契約の「履行義務」

罰則はない
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I. C. 1. 受信料 (2/20)

(2) 成立事情
放送法施行（1950）によって成立
当初法案（1948）では「支払義務」を直接に規定
法案再提出時（1949）に「契約」の字句が入れら
れた

理由（推測）：米国方式（民放のみ）の導入を
企図したGHQに対する抵抗・妥協の結果
（？）

法案審議時にはこの点を看過するように説
明・誘導された
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I. C. 1 受信料 (3/20)

(3) 「受信契約締結義務」から「受信料支
払義務」への変更の試み

未契約者の増大が原因

1966、1980（受信機設置通告義務
も）－不成立
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I. C. 1. 受信料 (4/20)

b. テレビ受信料の収納・支払（図I.1.(a,b)）
(1) 契約率は当初90％台、1980年には82％まで低落
(2) 2004年の「支払拒否」

NHKの「不祥事」等をきっかけとして急増、2005
年ピーク時で約120万世帯（契約数の3％強）

(3) 現状（図I.2）
テレビ受信機保有台数：推定1億台強
世帯数：約4,000万
収納率：70％台
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図I.1(a) NHKの受信契約数
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図I.1(b) NHKの受信契約率（世帯のみ）
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(A) すべての個人・世帯、法人・団体などが保有するテレビ総数
(推定1.15億台)

（BX）受信契約締結

義務がない
（推定残余6,202万件）

（C）受信契約を

結んでいる
（3,692万件、推定
69.7％）

（CX）受信契約を

結んでいない
（1,606万件、30.3％）

（D）受信料を

支払っている
（3,575万件、96.8%）

（DX）受信料支払を

拒否・保留している
（117万件, 3.2%：2005年7月
末）

（B）受信契約締結

義務がある
（推定5,298万件）

図I.2 受信料契約締結と受信料支払の現状

2006/6/19H. Oniki

26

I. C. 1. 受信料 (5/20)

c. 問題点
(1) 法律の支払義務規定が弱い
(2) 受信料支払義務者の範囲が不明確

各世帯等につき1台目の受信機
のみに契約義務

世帯の範囲が不明確

紛議を生じやすい状態にある
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I. C. 1. 受信料 (6/20)

(3) 収納活動が不公平

未契約者よりも契約済未払者に厳しい

過去の未納分よりも現在・将来の納入

を重視する

「公平の維持」よりも「収入確保」を重視
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I. C. 1. 受信料 (7/20)

(4) 収納活動の非効率性
(a) 収納費用

受信料収入の10％強
租税等では約2％

(b) 「義務違反」の割合
未契約者・未納者は契約義務保
有者の約30％
租税滞納4％、脱税0.07％
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I. C. 1. 受信料 (8/20)

d. 現状認識と評価

(1) 受信料未納率30％とそれが漸増中
（図I.1）の状態は維持不可能

遅かれ早かれ崩壊する

2006/6/19H. Oniki

30

I. C. 1. 受信料 (9/20)

(2) 安定要素（急速崩壊を防いでいる要因）

(a) 受信料が相対的に安価

世帯視聴1日あたり78円（＝2340円／
30日）、新聞1紙の1/2

GDP中の受信料収入比率が小さい
（0.1-0.2%程度、図I.1(c)）
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図I.1(c) GDP中の受信料収入の比率（％）
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I. C. 1. 受信料 (10/20)

(b) 公共放送番組内容が「良い」

(c) 中高所得者・高齢者が支持

(d) 国民のほとんどすべてがNHKによる
緊急時の情報伝達機能の必要を容認
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I. C. 1. 受信料 (11/20)

(3) 不安定要因（きっかけがあれば急速崩壊を
招く要因）

(a) 若年層はNHK番組をほとんど見てい
ない

緊急時・災害時放送、天気予報等は見
ている

(b) 受信料負担の不公平に対する不満
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I. C. 1. 受信料 (12/20)

(c) NHK番組が自己の主張・嗜好に合わな
いことからする不満

(d) NHKの経営・ガバナンスに対する批判

(e) NHKによる視聴者への対応に関する
不満
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I. C. 1. 受信料 (13/20)

(4) 評価
上記事態を招来した主たる責任は、国
会・国民にある

法律・制度の不備を長年月にわたっ
て放置

ただしNHKには、実情を国民に周知さ
せず、不公平を放置しながら受信料
収納額の増大のみを求めた責任があ
る
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I. C. 1. 受信料 (14/20)

e. 現行受信料制度維持の主張とその批判

(1) 現行制度（罰則なしの契約義務のみ）維持
の主張

(a) 現行方式は強制徴収と任意拠出の中間
に位置し、極端に走らずバランスを

重視
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I. C. 1. 受信料 (15/20)

(b) 視聴者の負担意識・NHK番組への批判
意識を高める。支持・許容の程度が

NHKによく伝わる。

(c) 強制徴収に必要な政府権力の濫用から
「言論の自由・独立」を守ることができ

る。
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I. C. 1. 受信料 (16/20)

(2) 上記への批判
(a) 一般に金銭の支払は強制徴収か任意拠出の

いずれかであって、中間はあり得ない。ごく
ローカルな生活場面で中間形体が成立して
いることはあるが、大規模地域にわたる金銭
の支払いでは成立しない。強行しても、「執拗
説得」「脅し」などを伴う収納活動が必要とな
り、それ自体がNHKへの不満の原因を作る。
また、完全収納は困難で、長期的にモラル・
ハザードが生じる。
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I. C. 1. 受信料 (17/20)

(b) 実際「罰則なしの契約義務のみ」と
いう事実が隠蔽された結果、視聴
者の大多数がこれを「支払義務」と
錯覚したため中間形体が長期間に
わたって存続できた。最近の状態
は、法律内容が広く知られるように
なったことから生じた緩やかな崩壊
のはじまり。
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I. C. 1. 受信料 (18/20)

(c) 「現行制度はNHKへの信頼が
あってはじめて成立する」ことは
正しいが、同じことは、租税に
ついてもあてはまる。負担・支払
の前提としての「信頼の存在」は、
現行制度を支持する根拠には
ならない。
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I. C. 1. 受信料 (19/20)

(d) 視聴者による支持・許容の表明のため
には、別途方策・システムを考えるべ

きで、現在の情報技術から実現可能。

もしも通常の売買で購入商品への満

足・不満足の表明手段として支払拒

否を許容したとすれば、混乱を招く以

外のものではない。
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I. C. 1. 受信料 (20/20)

(e) 公共放送における「言論の自由・
独立、政治的対立からの中立も、

別途そのための制度を構築して

これを守るべき。
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I. C. 2. 公共放送の意義・範囲(1/4)

a. 公共放送とは
(1) コマーシャルに依存する民放では供

給できない番組

＝NHKしか放送できない番組
＝どの時間帯でも高位視聴率を取れ

ない番組

＝しかし時間帯を通算すれば相当の
視聴「数」が得られる番組
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I. C. 2. 公共放送の意義・範囲(2/4)

(2) 公共的性格が強い番組

(a) 公共的性格とは：

災害時救護・防災、行政、

政治、公共サービス分野

ニュース、福祉、健康、教育、

文化、学芸
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I. C. 2. 公共放送の意義・範囲(3/4)

(b) 「良質番組」（？）：
知性的、人道的、社会を先導する、
現状への批判を含む

厳密な規準がない

「すぐれているか否か」の判断基準
と実施方法が不明

「押し付け放送」になりやすい
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I. C. 2. 公共放送の意義・範囲(4/4)

(c) 問題点
「公共的番組」とそれ以外の番組の区別
があいまい
主観によって境界が移動する

NHKはこの事実を利用
公共性の有無・程度を表面に出さない
公共性を看板にしつつ営業性の強い
番組の放送を推進

結果的にNHKの業務拡大の手段と
なった
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I. C. 3. 公共放送の独立と政治的中立 (1/4)

a. 中立・独立の理念

番組内容について外部からの干渉

を受けない

政治的に対立する事項は「公平に

（中間・平均をとって）」扱う
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I. C. 3. 公共放送の独立と政治的中立 (2/4)

b. 問題点
(1) 経営面

(a) 外部からの監督・監査が弱い
規律の緩み、不祥事の発生

(b) 経営委員会は「相談役」程度
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I. C. 3. 公共放送の独立と政治的中立 (3/4)

(2) 事業面（放送番組供給）
(a) 政治・行政からの干渉が多い

NHK人事・予算を政府・議会が
承認する仕組の結果

(b) 視聴者関係
視聴者意見・要望等の調査・処理
が不十分
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I. C. 3. 公共放送の独立と政治的中立 (4/4)

c. 組織面での欠点
内部ガバナンスと外部（視聴者）関連
業務を同一組織内で処理
利益相反、誘因矛盾の可能性
参考： 民間企業との比較

供給サービス・商品は市場に
おいてチェックされる

企業業績・ガバナンスは株主
によってチェックされる

NHKではこの両者が欠落
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I. C. 4. 視聴者とNHK(1/3)

a. 現状

(1) 視聴者

電話、手紙、インターネット等により

意見・要望を表明

内容に大差あり（例：いやがらせ）

通常は表明のみの一方通行

2006/6/19H. Oniki

52

I. C. 4. 視聴者とNHK(2/3)

(2) NHK

意見・要望を聴取・受取・保存

分類・集計結果の概要を公表

メール、レター、録音等の原情報は

非公開
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I. C. 4. 視聴者とNHK(3/3)

b. 問題点
意見・要望の処理が不公正（←非公開）

NHKの「都合」が考慮される
視聴者相互のコミュニケーションが不可能

（←非公開）

NHKが「当事者」と「レフェリー」の二役を兼ねる
NHKによる対応方式が、NHKへの不満・ 批判
を生成
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NHK

視
聴
者
（個
別
表
明
・非
公
開
、
た
だ
し
一
部
は
公
開
）

（いやがらせ）

フォーラム（加工・編集後に公開）

視聴者
参加

管理・
コントロール

×

図III.1 視聴者からNHKへの意見・要望表明（現状）
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I. C. 5. 公共放送における「競争」

現在はNHKによる「独占」状態

一部（ニュース等）で民放と競争

2006/6/19H. Oniki
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II. 提案

A. 概要
B. アナログ放送受信者
C. 第一段階
D. 第二段階
E. 第三段階
F. その他
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II. A. 概要 (1/2)

旧来のアナログ放送受信と新たに導入中の

デジタルテレビ放送受信を区別し、後者に

ついて新しい技術的可能性を活用する合

理的な受信料制度に移行する。
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58

II. A. 概要 (2/2)

その際、視聴者の意見・要望を重視し、その

選択に沿う番組を放送すること、またNHK
のガバナンス・財務について透明性を実

現・維持することを条件とする。なお移行コ

ストを最小限に抑えるため、段階的な改革

を考える。
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II. B. アナログ放送受信者

アナログ放送の廃止に到るまで、現行制度

による受信料収納を維持する。

なお、以下に提案する方策は、すべてデジタ

ル放送受信者のみに適用されるべきもの

である。
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II. C. 第一段階 (1/14)

1. NHKに対し、下記を段階的に実施するよう要請
する。

a. 1年程度の短期間内
(1) 「視聴者意見・要望の公表（→分析編III.C.）」

NHKに寄せられる視聴者等の意見・要望およ
びこれに対するNHK の回答を合理的な方式で
すべて公表する（サンシャイン方式）。現状は視
聴者からの一方通行が多く、裏ルートでの意見・
要望もあり、透明性実現のために大幅な改革が
必要である。
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図III.2 視聴者からNHKへの意見・要望表明（目標）

意 見 ・ 要
望データ
ベース
（公開）

NHK

フォーラム
（公開）

表明・投稿・議論

参加・議論

仲介・レフェリー
機構（透明）

データベース・フォーラムの管理・集計・公表
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II. C. 第一段階 (2/14)

(2) 「放送番組制作費用の公表（→同IV.、
データ放送による公表およびインターネッ
ト上での公表の双方を含む）」

個々の番組に視聴者の受信料がどれだ
け支出されているかの情報は、視聴者が
番組を評価し、これに対して意見・要望を
述べるための必須の要件である。



32

2006/6/19H. Oniki

63

II. C. 第一段階 (3/14)

現状はこの点での情報公開がゼロに近く、

視聴者はいわば「明細の無い請求書だけを

渡された状態、たとえばスーパーで買物をし

た際に明細が無く合計額だけ印刷されている

レシートを渡された状態」に置かれている。
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あなたの受信料は番組制作のため下記のように使われています。（簡略版）（例）

下記はこの番組の制作に要した受信料（契約１件あたり）です
番組名 功名が辻
放送年月日 2006.4.9（日）
時間 20:00-20:45 （45分間）

(1) この番組の費用
経費合計 90円
１分あたり 2円

(この番組の属する番組種別の費用（契約１件あたり、本年度初からの
累計）
番組種別名 ドラマ

経費合計 3,000円
１分あたり 1.5円

(受信料支払額（本年度初からの累計）
7,020円（3ヶ月分）

図V.3 番組別受信料使途公表のための画面（データ放送）



33

2006/6/19 65

あなたの受信料は番組制作のため下記のように使われています。（詳細版）（例）

下記はこの番組の制作に要した受信料（契約１件あたり）です
番組名 功名が辻
放送年月日 2006.4.9（日）
時間 20:00-20:45 （45分間）

(1) この「番組」の費用
経費合計 90円
１分あたり 2円

直接費 45円
１分あたり 1円

(2) この「番組シリーズ」の費用（契約１件あたり、本年度初からの
累計）
番組シリーズ名 大河ドラマ
放送時間 450分 （計10回）
経費合計 900円
１分あたり 2円

直接費 450円
１分あたり 1円

図V.4 番組別受信料使途公表のための画面（データ放送） (1/2)
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(3) この番組の属する「番組種別」の費用（契約１件あたり、本年度初から
の累計）

番組種別名 ドラマ
（本番組以外でこの種別に入る主な番組名 A   、 B  、 C  ）
放送時間 2000分
経費合計 3,000円
１分あたり 1.5円

直接費 1,500円
１分あたり 0.75円

(4) 受信料支払額（本年度初からの累計） 7,020円（3ヶ月分）

注）直接費：出演料、装置料、他からの番組購入費などこの番組を作るため
に支出した費用

経費合計：直接費に加え、放送施設費、共通管理費等の当番組への配
分額を含む

図V.4 番組別受信料使途公表のための画面（データ放送） (2/2)
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II. C. 第一段階 (4/14)

b. 数年程度の期限
「受信料等オンライン投票制度（→同

V.）」を構築する。NHKは視聴者による投
票結果を尊重しつつ放送内容（番組予算、

同放送時間）、放送方式区分（一律・有料

放送）、受信料額を段階的に変更する。

2006/6/19H. Oniki
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II. C. 第一段階 (5/14)

「意見対立」・「一部意見の支配」・「衆愚政治

（決定）」の回避策：

投票途中結果を常時公開する

投票結果の即時100％実施を避ける

段階的実施（数年かけて投票結果に到達）

現状からの「一挙変更」でなく「漸次変更」
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下記のようにオンライン投票します。なおこの投票をおこなわない（棄権した）
場合は、「現状維持」に投票したことになりますので御注意ください。

番組種別名

I. 投票： この番組種別の放送を（１項目を選択）

□(1) 拡大する
□(2) 現状のままに保つ
□(3) 縮小する

図VI.1 受信料オンライン投票画面（双方向データ放送）（簡略版）
(1/2)
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II. 投票： 現在この番組種別の区分は 一律／有料 放送になっています

・一律放送は放送費用を受信料で負担し、視聴者すべてが番組を見ること
ができます。
・有料放送は放送費用を受信料とは別の料金で支払い、別料金を支払った
者だけが番組 を見ることができます。

この番組種別の区分を（1項目を選択）
□(1) このままの区分で続ける
□(2) 有料／一律放送に変更する
□(3) 他の視聴者にまかせ、その平均投票結果を受け入れる

III. 上記(1)のうち、拡大あるいは縮小の度合について（1項目を選択）

□(1) もっと詳しく指定する
□(2) 詳細は他の視聴者にまかせ、その平均投票結果を受け入れる
（投票終了）

注意：上記III(1)を選択すると、詳細投票画面に移ります

図VI.1 受信料オンライン投票画面（双方向データ放送）（簡略版）
(2/2)
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NHKによる番組制作・放送に関し、わたしの支払った受信料の支出と、視聴者全
体に共通する放送時間の配分について下記のようにオンライン投票します。な
おNHKは、視聴者の全投票を集計の上、次年度の番組制作予算および放送時
間配分に反映するものと理解します。

下記はこの番組種別に投票するわたしの受信料（契約１件あたり）と時間配分です
番組種別名

I.  投票用データ
(1) わたしの受信料支払額（本年度初からの累計）

＿＿＿＿＿＿＿＿円（＿ヶ月分）

(2) この番組種別に支出されている費用（契約１件あたり、本年度初からの累計）
本年度経費 ＿＿＿＿＿円（間接費の配賦分を含む）
現在までの全視聴者による投票によって変更されることになる次年度経費 ＿＿＿＿＿円

(3) この番組種別に配分されている放送時間 ＿＿＿時間（本年度初からの累計）
現在までの全視聴者による投票によって変更されることになる次年度放送時間 ＿＿＿時間

(4)  この番組種別の費用単価 ＿＿＿＿＿円／時間あたり
現在までの全視聴者による投票によって変更されることになる次年度費用単価 ＿＿＿円／

時間あたり

図VI.2 受信料オンライン投票画面（双方向データ放送）（詳細版）
(1/2)
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II. 投票
(1) これまでのわたしの投票（すべての番組種別について本年度初からの累計）
a. 投票した番組への支出額増減の純計： （±） 円
b. 投票した放送時間増減の純計： （±） 時間

(2) 今回の投票（書込分）
この番組種別について、下記のように投票します

注）投票欄のうち2個を記入すれば、残りの1個は自動的に算出・表示されます。

(3) 今回の投票の結果、わたしのこれまでの投票は下記のようになりました。
a. 投票した番組への支出額増減の純計： （±） 円
b. 投票した放送時間増減の純計： （±） 時間

I(4)＿＿＿＿＿円/時間単価

I(3)＿＿＿＿＿時間配分時間

I(2)＿＿＿＿＿円支出費用

わたしの投票の現状投票：現状（右記）を

下記のように変更する

図VI.2 受信料オンライン投票画面（双方向データ放送）（詳細版）
(2/2)
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II. C. 第一段階 (6/14)

2. （上記が実現するという条件の下で）デジ
タル放送受信者の受信料収納を「部分スク
ランブル」方式（→分析編I.F）に移行する。
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II. C. 第一段階 (7/14)

a. 受信料納入を義務化し、その負担を現在
の「世帯単位（オフィス等の場所単位を含

む）」から「受信機単位（受信用BCASカー
ド単位）」に変更する。
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II. C. 第一段階 (8/14)

b. 受信料が滞納・未納となっている受信機

に対し、累積滞納・未納期間に応じて「部

分スクランブル（注意表示）」を実施：

2006/6/19 76

図I.3(a) 小型注意表示（部分スクランブル）の例

この受信機の受信料が滞納（○ヶ月）になっています。
受信料を支払って滞納を解消すればこの注意表示は消えます
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図I.3(b) 大型注意表示（部分スクランブル）の例

この受信機の受信料が滞納

（○ヶ月）になっています。

受信料を支払って滞納を解消

すればこの注意表示は消えます
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II. C. 第一段階 (9/14)

(1) 1ヶ月以内：なし

(2) 1～3ヶ月： NHKチャンネルのみ「小型」

(3) 3～6ヶ月： 全チャンネル「小型」

(4) 6～12ヶ月：上記プラスNHKチャンネルに
「大型」

(5) 12ヶ月以上：全チャンネル「大型」
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II. C. 第一段階 (10/14)

c. 「緊急時放送」、「視聴者の安全に
直接影響を及ぼす放送」等につ

いては、上記を適用しない

d. 民放事業者、同視聴者による「既
得権侵害」批判に対して
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II. C. 第一段階 (11/14)

(1) 「全チャンネル注意表示」は公共・民間という
二元放送体制の維持に必要

(2) また受信機保有者による受信料納付のため
に最も効率的な方策

他方策（たとえば電気代金との一括納付）
では受信機非保有者を区別する費用が
かかる

(3) 民間放送事業者は電波・放送免許を受けて
おり、「特権の享受者」として協力の義務
がある
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II. C. 第一段階 (12/14)

3. 上記の結果、長期にわたって受信料を支払わ
ない視聴者は（NHKを含む）デジタル放送すべ
てのチャンネルの視聴を制限されることになり、

「受信機の保有者はすべて受信料を支払う」とい

う結果が得られる。
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II. C. 第一段階 (13/14)

4. なお当分の間、この変更およびアナログ
からデジタルへの受信変更に伴う受信料

収入合計額（受信料収納費を除き、視聴

者代表機構（→II.D.）予算を加える、つま
りNHKの「手取額」）の増減が生じないよう
に、受信料単価を調整する。
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II. C. 第一段階 (14/14)

5. 本段階の移行のための実施細目等の決
定は政府（総務省）が担当する。ただし意

見が大きく分かれる事項については、視聴

者意見・要望を調査し、その結果を重視す

るものとする。とりわけ、NHKの放送内容
について政府が影響力を行使することは

禁止する。
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II. D. 第二段階 (1/6)

上記第一段階の進行にともなって受信料の収納が
円滑になり、従来において必要であった多額の「受
信料収納費」が節約される。この余剰分の一部を
使って、「視聴者代表機構（以下、機構と略称→分
析編VII.）」を段階的に設立し、下記II.D.2の業務を
担当させる。その結果NHKが一方において「言論
の自由・独立」を保ちつつ、他方において放送内容
等に関する視聴者の意見・要望に沿う放送をおこな
うことが保証される。
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図VII.1 公共放送ガバナンスの提案：視聴者代表機構
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II. D. 第二段階 (2/6)

1. 機構は地域別（NHKの放送局ごと）に設
立する。また、地域に共通する業務および

全地域を総合しておこなう業務を担当する

「機構センター」を設立する。
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II. D. 第二段階 (3/6)

2. 機構は、第1に視聴者から受信料を収受し、視
聴者を代表してこれを同地域のNHKに交付す
る。第2に視聴者による「受信料等オンライン投
票（→分析編V.）」を実施・管理し、投票結果に
基いてNHKに対し「番組に関する意見・要望」を
伝える。NHKはこれを尊重する義務を負う。第3
に、番組に関する事項以外についての視聴者
等の意見・要望を収集し、これを整理・公表する
（→同III.C.）。
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II. D. 第二段階 (4/6)

3. 機構（センター）の運営は、NHK、自治体、
政府を含む他機関から独立しておこなわ

れる。機構は、NHKの番組について直接
に意見・要望を伝える権限と責任を持つ唯

一の存在である。
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II. D. 第二段階 (5/6)

NHKによる言論の自由・自律を保証するため、
機構以外の個人・団体がNHKの番組について
NHKに対し直接に意見・要望を伝えることは禁
止する。視聴者、団体、政府機関は、NHKの番
組についていつでも機構に意見・要望を伝えるこ

とができる。なお機構は「受信料オンライン投票」

の内容を含め、完全に透明な状態で業務を実施

する。
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II. D. 第二段階 (6/6)

4. 機構（センター）長（任期4年）は、議会の
同意を経て首長・首相が任命する。機構長

は、任期中議会の弾劾による場合を除き

解任されない。
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II. E. 第三段階 (1/3)

1.   デジタル放送への移行が全国各地域で終了した
後に、NHK以外の放送局による「公共放送への新
規参入」を認める。参入は当該放送局の選択によ

り「番組ごと」「番組シリーズごと」「番組種別ごと」

に可能であるものとする。新規参入を認める目的

は、公共放送における競争の実現であり、その結

果公共放送内容が視聴者の意見・要望に沿いな

がらより充実することが期待される。
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II. E. 第三段階 (2/3)

2. 機構は、あらかじめ定めた規則と視聴者に
よる「オンライン投票」結果に基き、受信料の

一部を新規参入放送局に配分する。受信料

の配分を受ける放送局は、 公共放送部分に

ついて制作費用を公開し、営利放送部分との

間で会計を分離しなければならない。
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II. E. 第三段階 (3/3)

3． 公共放送における競争が十分に進展し
た後においては、NHKの経営に対する監
査・監督は、民間放送会社に対する監査・

監督と同程度にまで緩和する。
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II. F. その他 (1/2)

上記方策を実施した後において、技術進歩や放送

を代替する新しいサービスの出現・成長により、長

期的に視聴者の大多数が放送サービスの需要か

ら漸次脱落する（それまで放送によって入手してい

た情報を他メディアから入手するようになり、BCAS
カード付放送の受信時間が減少し、また同受信機

自体を購入しなくなる）可能性がある。
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II. F. その他 (2/2)

その場合にはNHKの受信料収入は、視聴者数の
減少およびオンライン投票の結果として漸次減少す

る。このような放送産業の変化を制度の変更等に

よって阻止することは不可能・不得策であり、NHKを
含む放送事業者は他メディアによる番組供給事業者

に転進するなどの方策を取る必要がある。また、狭

義の公共放送（緊急・災害放送など）に相当する情

報伝達について、何らかの公的措置が必要であろう。


